
 

第５章 外来医療に係る医療提供体制の確保 

外来医療に係る医療提供体制を確保するため、地域ごとに課題を共有し、解決に向けた協議を行

う必要があります。そこで、外来医療機能に関する情報等に基づいて地域偏在状況を可視化し、初

期救急医療や在宅医療など不足している外来医療機能を明らかにして、地域における協議に活用し

ます。 

また、人口減少が見込まれ、効率的な医療提供体制を構築する必要がある中、検査等に使用する

高額な医療機器についても効率的に活用することが求められており、各医療機関が保有する医療機

器の共同利用の協議を進めていく必要があります。そこで、医療機器の配置・利用状況を、各医療

機関が把握できるよう必要な情報を提供します。 

 

第１節 外来医療に関する協議の場の設置等 

１ 対象区域 

外来医療が一定程度完結する区域単位で外来医療に係る医療提供体制の確保に関する取組を具体

化するとともに、外来医師偏在指標などに基づく全国統一的な基準による外来医療提供体制の確保

を行うため、本県の対象区域は、二次保健医療圏とします。 

 

２ 協議の場の設置 

(1) 協議の場の設置 

外来医療に係る医療提供体制の確保については、郡市医師会等の学識経験者や病院・診療所の

管理者、医療保険者、市町村等幅広く関係者の理解を得て推進する必要があるとともに、病床の

機能分化・連携など地域医療構想との整合が不可欠となります。 

このため、本県の外来医療に係る医療提供体制に関する協議の場(以下「協議の場」という。）

は、地域医療構想調整会議（以下「調整会議」という。）を活用することとします。 

 

(2) 合意の方法及び実効性の確保 

ア 合意の方法 

調整会議において合意された事項には医療機関の経営を左右する事項が含まれている場合が

想定されることから、合意にあたっては、県と関係者の間で丁寧かつ十分な協議を行います。 

 

イ 実効性の確保 

  外来医療計画の偏在対策の実行性を確保するため、調整会議において結論を得た方針に沿わ

ない医療機関については、医療計画の見直し時に合わせて医療審議会に報告し、意見を聴取す

るなどの一定の確認を行います。 
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第２節 外来医療の提供体制の確保 

１ 外来医師偏在指標と外来医師多数区域の設定 

(1) 外来医師偏在指標 

外来医師偏在指標は、二次保健医療圏ごとの外来医療機能の偏在・不足等の状況を可視化する

ために、人口 10 万人あたりの診療所医師数を指標化したものです。医療需要と人口構成、医師の

性別・年齢区分、病院と診療所の外来医療に関する対応割合等を勘案して、厚生労働省が示す全

国一律の計算式により算定されます。 

 

(2) 外来医師多数区域の設定 

外来医師偏在指標の値が全ての二次保健医療圏（330医療圏）の中で上位 33.3％に該当する二次

保健医療圏を、外来医師多数区域として設定することとされています。 

本県の状況は下表のとおりで、外来医師多数区域として設定する二次保健医療圏はありません。 

 

（二次保健医療圏における外来医師偏在指標及び外来医師多数区域の状況） 

対象区域 外来医師偏在指標 全国順位（330 医療圏） 外来医師多数区域 

全国平均 112.2 － － 

茨城県 88.2 （47 都道府県中 44 位） － 

水戸 99.0 173 位 非該当 

日立 68.4 320 位 非該当 

常陸太田・ひたちなか 73.4 306 位 非該当 

鹿行 80.3 281 位 非該当 

土浦 96.6 190 位 非該当 

つくば 100.5 159 位 非該当 

取手・竜ケ崎 86.1 254 位 非該当 

筑西・下妻 99.4 171 位 非該当 

古河・坂東 79.1 287 位 非該当 

   ※令和 5（2023）年 11 月厚生労働省提供 

 

２ 外来医療の状況 

(1) 医療施設の整備及び外来患者の状況 

本県の人口 10 万人あたりの病院数及び診療所数（66 施設）は、地域偏在等を背景として全国平

均（88 施設）よりも少ない状況にあります。特に、診療所数はいずれの二次保健医療圏において

も全国平均より少なくなっています。 

人口 10 万人あたりの通院外来患者数は、水戸（1,247,325人）を除いて全国平均（1,193,070

人）より少ない状況にあり、医療施設の少ない鹿行（769,480 人）が最も少なくなっています。 

病院及び診療所における対応割合を見ると、いずれの二次保健医療圏においても診療所が受け

入れる割合が高く、60％以上が診療所において対応されています。 
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（人口 10 万人あたり医療施設数） 

 

出典 外来医師偏在指標に係るデータ集・グラフ（厚生労働省） 

 

（人口 10 万人あたり通院外来患者数） 

 

出典 外来医師偏在指標に係るデータ集・グラフ（厚生労働省） 

 

（通院外来患者の対応割合） 

 

出典 外来医師偏在指標に係るデータ集・グラフ（厚生労働省） 

 

(2) 医療施設従事医師数 

本県の人口 10万人あたりの医師数（191人）は、全国平均（256人）より少ない状況であり、二
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次保健医療圏別にみると、つくば（378 人）を除いて全国平均より少なくなっています。特に、常

陸太田・ひたちなか（113 人）、鹿行（87 人）、筑西・下妻（112 人）の医師数は全国平均の半数以

下に留まるなど、偏在がみられます。 

 

（人口 10 万人あたり医師数） 

 

出典 外来医師偏在指標に係るデータ集・グラフ（厚生労働省） 

 

３ 現時点で不足している外来医療機能 

(1) 初期救急医療 

  本県の人口 10万人あたりの時間外等外来医療施設数（44施設）は、全国平均（54施設）より少

ない状況にあり、いずれの二次保健医療圏においても全国平均より少なくなっています。 

また、人口 10万人あたりの時間外等外来患者延数は、水戸（51,550人）及びつくば（59,199人）

を除いて、全国平均（51,538 人）より少なくなっています。 

このように、夜間・休日等における地域の初期救急医療体制は十分とは言えないことから、事

業主体である市町村が中心となって、郡市医師会の協力を得ながら、近接医療圏を含めた第二次

救急医療機関等と連携し、体制の充実を図る必要があります。 

 

（人口 10 万人あたり時間外等外来医療施設数） 

 

※全国平均の病院数は非公表のためゼロ扱い 

出典 外来医師偏在指標に係るデータ集・グラフ（厚生労働省） 

85 61 77 48 51 41 70 78 60 59 51

171 130 178
114 62 46

141
300

116 53 96
0

100
200
300
400

全
国
（
加
重
平

均
）

茨
城
県

水
戸

日
立

常
陸
太
田
・
ひ

た
ち
な
か

鹿
行

土
浦

つ
く
ば

取
手
・
竜
ケ
崎

筑
西
・
下
妻

古
河
・
坂
東

（医師数／10万人）

人口10万人あたり医師数（診療所） 人口10万人あたり医師数（病院）

54 
38 44 31 34 28 

44 46 37 40 32 

0 
6 8 

8 6 4 
6 4 

5 5 
5 

0
10
20
30
40
50
60

全
国
（
加
重
平

均
）

茨
城
県

水
戸

日
立

常
陸
太
田
・
ひ

た
ち
な
か

鹿
行

土
浦

つ
く
ば

取
手
・
竜
ケ
崎

筑
西
・
下
妻

古
河
・
坂
東

（医療施設数／10万人）

人口10万人あたり時間外等外来施設数（診療所） 人口10万人あたり時間外等外施設数（病院）

342

各 論
第５章



 

（人口 10 万人あたり時間外等外来患者数） 

 

出典 外来医師偏在指標に係るデータ集・グラフ（厚生労働省） 

 

 (2) 在宅医療 

ア 訪問診療の状況 

人口 10 万人あたりの訪問診療を実施している医療機関数をみると、筑西・下妻（18 施設）が

最も多く、次いでつくば（16 施設）となります。一方、古河・坂東（８施設）は最も少なく、

筑西・下妻の半数以下に留まります。 

人口 10 万人あたりの訪問診療患者数は、つくば（26,080 人）が最も多く、次いで土浦

（16,454人）となります。一方、鹿行（3,887人）が最も少なく、つくばと６倍以上の差が生じ

ています。 

訪問診療を実施している１診療所あたりの訪問診療患者数をみると、つくば（1,761 人）が最

も多く、次いで日立（1,146 人）、古河・坂東（1,041 人）、土浦（992 人）となります。一方、

それ以外の医療圏では、つくばの半数（約 880 人）に満たない状況となります。 

 

（人口 10 万人あたり訪問診療実施医療機関数） 

 

※全国平均は非公表のため掲載なし 

出典 外来医師偏在指標に係るデータ集・グラフ（厚生労働省） 
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（人口 10 万人あたり訪問診療患者数）

 

※全国平均は非公表のため掲載なし 

出典 外来医師偏在指標に係るデータ集・グラフ（厚生労働省） 

 

（実施診療所１施設あたり訪問診療患者延数）

 

※全国平均は非公表のため掲載なし 

出典 外来医師偏在指標に係るデータ集・グラフ（厚生労働省） 

 

イ 往診の状況 

人口 10 万人あたりの往診を実施している医療機関数をみると、土浦及び筑西・下妻（22 施設）

が最も多く、次いで水戸及びつくば（19 施設）となります。一方、日立、鹿行及び古河・坂東

（各 13 施設）は最も少ない状況にあります。 

人口 10 万人あたり往診患者数をみると、古河・坂東（3,776 人）が最も多く、次いでつくば

（1,616 人）となります。一方、取手・竜ケ崎（560 人）は最も少なく、古河・坂東と６倍以上

の差が生じています。 

往診を実施している１診療所あたりの往診患者数をみると、古河・坂東（331 人）が最も多く、

次いでつくば（89 人）となります。一方、取手・竜ケ崎（30 人）、筑西・下妻（47 人）におい

ては、古河・坂東の７倍以上の差が生じています。 

このように、訪問診療のほか往診についても地域偏在が見られることから、地域の医療機関

等による協議を行い、各地域において在宅医療の体制の充実を図る必要があります。 

9,789 9,526 9,318 6,683 3,523 
11,612 

25,684 

4,775 8,765 7,716 

1,422 1,935 946 1,215 364 
4,842 

396 

1,734 
966 138 

0
5,000

10,000
15,000
20,000
25,000
30,000

茨
城
県

水
戸

日
立

常
陸
太
田
・
ひ

た
ち
な
か

鹿
行

土
浦

つ
く
ば

取
手
・
竜
ケ
崎

筑
西
・
下
妻

古
河
・
坂
東

（算定回数／10万人）

人口10万人あたり訪問診療患者延数（診療所） 人口10万人あたり訪問診療患者延数（病院）

901 850 1,146 854 384 992 
1,761 

436 556 1,041 
0

500
1,000
1,500
2,000

茨
城
県

水
戸

日
立

常
陸
太
田
・
ひ

た
ち
な
か

鹿
行

土
浦

つ
く
ば

取
手
・
竜
ケ
崎

筑
西
・
下
妻

古
河
・
坂
東

（算出回数／施設）

実施診療所数あたり訪問診療患者延数

344

各 論
第５章



 

（人口 10 万人あたり往診実施医療機関数）

 

※全国平均は非公表のため掲載なし。茨城県、筑西・下妻の病院数は非公表のためゼロ扱い 

出典 外来医師偏在指標に係るデータ集・グラフ（厚生労働省） 

 

（人口 10 万人あたり往診患者数） 

 

※全国平均は非公表のため掲載なし 

出典 外来医師偏在指標に係るデータ集・グラフ（厚生労働省） 

 

（実施診療所１施設あたり往診患者延数）

 

 ※全国平均は非公表のため掲載なし 

出典 外来医師偏在指標に係るデータ集・グラフ（厚生労働省） 
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４ 地域における外来医療の機能分化及び連携 

   医療機関の選択にあたって、外来機能の情報が十分得られないこと、また、いわゆる大病院志

向があることなどから、一部の医療機関に外来患者が集中し、待ち時間の増加や勤務医の外来負

担等の増加等の課題が生じています。 

このため、地域で医療資源を重点的に活用する外来を基幹的に担う医療機関を「紹介受診重点

医療機関」として明確化することで、かかりつけ医機能を担う医療機関との機能分化及び連携を

促進します。 

なお、紹介受診重点医療機関は、医療法第 30条の 18の 2及び第 30条の 18の 3の規定により実

施される外来機能報告の結果に基づき、毎年度協議の場において協議を行うこととされているこ

とから、最新の情報は、茨城県ホームページで公表します。 

 

【紹介受診重点医療機関（令和５（2023）年８月１日現在）】 

No 二次保健医療圏 医療機関 

１ 水戸 総合病院水戸協同病院 

２ 水戸 水戸赤十字病院 

３ 水戸 水戸済生会総合病院 

４ 水戸 県立中央病院 

５ 水戸 独立行政法人国立病院機構水戸医療センター 

６ 水戸 県立こども病院 

７ 常陸太田・ひたちなか 株式会社日立製作所ひたちなか総合病院 

８ 鹿行 医療法人社団善仁会 小山記念病院 

９ 鹿行 鹿嶋ハートクリニック 

10 取手・竜ケ崎 東京医科大学茨城医療センター 

11 取手・竜ケ崎 つくばセントラル病院 

12 取手・竜ケ崎 龍ケ崎済生会病院 

13 取手・竜ケ崎 ＪＡとりで総合医療センター 

14 取手・竜ケ崎 取手北相馬保健医療センター医師会病院 

15 取手・竜ケ崎 牛久愛和総合病院 

16 土浦 総合病院土浦協同病院 

17 土浦 独立行政法人国立病院機構 霞ヶ浦医療センター 

18 つくば 筑波大学附属病院 

19 つくば 医療法人社団 筑波記念会 筑波記念病院 

20 つくば 筑波メディカルセンター病院 

21 つくば 大見クリニック 

22 古河・坂東 茨城西南医療センター病院 

23 古河・坂東 古河赤十字病院 
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５ 新規開業者等に対する情報提供等 

  外来医療提供体制について、全ての二次保健医療圏で偏在が進むことなく確保されるよう、新規

開業希望者における自主的な行動変容が求められていることから、外来医師偏在指標や医療機関の

マッピングに関する情報を茨城県ホームページに公表し、新規開業希望者に対して情報発信を行い

ます。 

  また、本県に外来医師多数区域はありませんが、「外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガ

イドライン」では、外来医師多数区域以外の区域において、又は新規開業者以外の者に対しても、

地域の実情に応じて、地域で不足する医療機能を担うよう求めることができることとされています。 

このため、これらの者に対しても情報を提供するとともに、県、市町村、県医師会及び郡市医師

会等が、様々な機会を捉えて、周知に努めます。 

なお、周知にあたっては、金融機関、医薬品卸売販売業者、医療機器販売業者、薬局等に対する

情報提供を行うことも有効と考えられますので、新規開業等に間接的に関わる者に対しても様々な

機会を捉えて周知に努めます。 
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第３節 医療機器の効率的な活用 

医療機器については、人口あたりの台数に地域差があり、また、医療機器ごとに地域差の状況が

異なっています。人口減少が見込まれる中、将来に向け効率的な医療提供体制を構築するためには、

医療機器の効率的な活用が必要であり、医療機器の効率的な活用に向けて、医療機器の共同利用が

重要となります。 

このため、地域の医療ニーズを踏まえた二次保健医療圏ごとの医療機器の配置状況を可視化する

指標及び医療機器を有する医療機関をマッピング（地図情報として可視化）した情報を、新規購入

希望者に対して提供するとともに、協議の場である調整会議において、共同利用計画等について確

認を行います。 

 

１ 医療機器の配置状況に関する情報の可視化（医療機器の配置状況に関する指標） 

医療機器の配置状況に関する指標は、厚生労働省において算定した医療機器の項目ごと及び性・

年齢構成を調整した人口あたり機器数を用いることとします。 

なお、対象とする医療機器の項目は、「外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン」

に例示されている、ＣＴ、ＭＲＩ、ＰＥＴ、マンモグラフィ、放射線治療（体外照射）とします。 

本県の医療機器の配置状況に関する指標等は次の表のとおりとなります。 

ＣＴは、水戸（15.3台）、日立（12.4台）、常陸太田・ひたちなか（11.6台）及びつくば（11.9台）

を除いて、調整人口あたりの機器の台数は全国平均（11.5 台）を下回っています。 

ＭＲＩは、水戸（6.8 台）、つくば（7.7 台）及び取手・竜ケ崎（5.8 台）を除いて、調整人口あた

りの機器の台数は全国平均（5.7 台）を下回っています。 

ＰＥＴは、つくば（0.7 台）を除いて、調整人口あたりの機器の台数は全国平均（0.5 台）を下回

っており、常陸太田・ひたちなか、鹿行、取手・竜ケ崎、筑西・下妻及び古河・坂東には配置され

ていません。 

マンモグラフィは、古河・坂東（3.6 台）を除いて調整人口あたりの機器の台数は全国平均（3.4

台）を下回っています。 

放射線治療（体外照射）は、水戸（1.5 台）、土浦（1.1 台）、つくば（1.0 台）及び古河・坂東

（0.9 台）を除いて、調整人口あたりの機器の台数は全国平均（0.8 台）を下回っています。なお、

鹿行及び筑西・下妻には配置されていません。 
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（人口あたりの台数） 

※調整人口あたり台数とは、人口 10 万人対医療機器台数をベースに、地域ごとの性・年齢階級によ

る検査率の違いを調整したもの。 

出典 医療機器の調整人口あたり台数に係るデータ集・グラフ（厚生労働省）を県独自に補正 

 

対象区域 

医療機器の配置状況に関する指標 

（調整人口あたり台数） 

人口 10 万人対医療機器台数 

（台／10 万人） 

Ｃ
Ｔ 

Ｍ
Ｒ
Ｉ 

Ｐ
Ｅ
Ｔ 

マ
ン
モ
グ
ラ
フ
ィ 

放
射
線
治
療 

（
体
外
照
射
） 

Ｃ
Ｔ 

Ｍ
Ｒ
Ｉ 

Ｐ
Ｅ
Ｔ 

マ
ン
モ
グ
ラ
フ
ィ 

放
射
線
治
療 

（
体
外
照
射
） 

全国 11.5 5.7 0.5 3.4 0.8 11.5 5.7 0.5 3.4 0.8 

茨城県 10.9 5.5 0.1 2.5 0.7 11.1 5.5 0.1 2.4 0.7 

水戸 15.3 6.8 0.2 2.4 1.5 15.5 6.9 0.2 2.4 1.5 

日立 12.4 4.8 0.4 2.9 0.4 13.8 5.3 0.4 2.8 0.4 

常陸太田・ 
ひたちなか 

11.6 5.4 0.0 0.9 0.5 12.3 5.6 0.0 0.8 0.6 

鹿行 9.1 4.3 0.0 1.9 0.0 9.2 4.4 0.0 1.8 0.0 

土浦 9.0 4.9 0.4 3.2 1.1 9.4 5.1 0.4 3.1 1.2 

つくば 11.9 7.7 0.7 2.7 1.0 10.1 6.7 0.6 2.5 0.8 

取手・竜ケ崎 7.9 5.8 0.0 2.8 0.6 8.2 6.0 0.0 2.8 0.6 

筑西・下妻 11.1 3.7 0.0 2.8 0.0 11.5 3.8 0.0 2.7 0.0 

古河・坂東 8.7 3.9 0.0 3.6 0.8 8.7 3.9 0.0 3.5 0.9 
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（医療機器稼働率） 

対象区域 

医療機器稼働率（機器 1 台あたり件数）（件数／台） 

病院 一般診療所 

Ｃ
Ｔ 

Ｍ
Ｒ
Ｉ 

Ｐ
Ｅ
Ｔ 

マ
ン
モ
グ
ラ
フ
ィ 

放
射
線
治
療 

（
体
外
照
射
） 

Ｃ
Ｔ 

Ｍ
Ｒ
Ｉ 

Ｐ
Ｅ
Ｔ 

マ
ン
モ
グ
ラ
フ
ィ 

放
射
線
治
療 

（
体
外
照
射
） 

全国 2,188 1,814 ＊ ＊ 2,718 ＊ ＊ ＊ ＊ 6,925 

茨城県 2,315 1,756 2,528 454 3,431 576 1,926 1,935 ＊ ― 

水戸 2,105 1,981 2,637 958 3,076 519 1,457 ― 276 ― 

日立 2,169 2,403 962 404 5,742 276 1,412 ― 262 ― 

常陸太田・

ひたちなか 
1,813 1,082 ― 190 1,858 471 2,154 ― ― ― 

鹿行 2,696 1,507 ― 350 ― 781 2,225 ― ― ― 

土浦 3,261 2,044 1,456 396 2,289 490 2,295 ― 46 ― 

つくば 2,689 1,735 ― 434 6,315 1,111 1,424 1,935 728 ― 

取手・竜ケ崎 2,505 1,692 ― 500 2,696 570 1,820 ― 195 ― 

筑西・下妻 1,312 1,416 ― 202 ― 461 2,690 ― 85 ― 

古河・坂東 2,959 1,493 ― 377 1,868 465 6,744 ― ― ― 

※「-」は台数が無い場合、「0」は台数があっても検査件数がない場合。「＊」はデータ秘匿マーク。 

出典 医療機器の調整人口あたり台数に係るデータ集・グラフ（厚生労働省）を県独自に補正 
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２ 医療機器の保有状況等に関する情報提供 
既に存在する医療機器の共同利用による効率的な活用を進めるためには、医療機器の購入を

検討している医療機関が、近隣の医療機関で保有している共同利用可能な医療機器の配置状況

及び利用状況を把握できる環境を整えることが重要となります。 
このため、医療機器の配置状況に関する指標や医療機器を有する医療機関のマッピングに関

する情報を茨城県ホームページに掲載し、医療機器の購入を検討している医療機関に対し情報

提供を行います。 
なお、当該情報が更新された場合は、随時更新の上情報提供を行います。 

 
（医療機器の保有状況） 

対象区域 

病院保有台数 一般診療所保有台数 

Ｃ
Ｔ 

Ｍ
Ｒ
Ｉ 

Ｐ
Ｅ
Ｔ 

マ
ン
モ
グ
ラ
フ
ィ 

放
射
線
治
療 

（
体
外
照
射
） 

Ｃ
Ｔ 

Ｍ
Ｒ
Ｉ 

Ｐ
Ｅ
Ｔ 

マ
ン
モ
グ
ラ
フ
ィ 

放
射
線
治
療 

（
体
外
照
射
） 

茨城県 163 111 3 53 20 160 50 2 18 0 

水戸 41 25 1 7 7 31 7 0 4 0 

日立 17 10 1 3 1 17 3 0 4 0 

常陸太田・

ひたちなか 
16 10 0 3 2 28 10 0 0 0 

鹿行 11 8 0 5 0 14 4 0 0 0 

土浦 14 10 1 7 3 10 3 0 1 0 

つくば 16 14 0 7 3 20 10 2 2 0 

取手・竜ケ崎 23 18 0 8 3 15 10 0 5 0 

筑西・下妻 15 8 0 5 0 15 2 0 2 0 

古河・坂東 10 8 0 8 2 10 1 0 0 0 

出典 医療機器の調整人口あたり台数に係るデータ集・グラフ（厚生労働省）を県独自に補正 
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３ 共同利用の方針 
県内の二次保健医療圏においては、次に掲げる医療機器を共同利用の対象とし、医療機関が

対象とする医療機器を購入（更新を含む。）する場合は、原則、医療機器の共同利用に係る計画

（以下「共同利用計画」という。）を作成することとします。 
また、当該医療機器を新規購入した医療機関に対しては、医療機器の稼働状況について報告

を求めることとします。なお、外来機能報告対象医療機関は、外来機能報告による報告をもっ

て当該利用件数の報告に替えることができるものとします。 
 

＜共同利用の対象とする医療機器＞ 
① ＣＴ（全てのマルチスライスＣＴ及びマルチスライスＣＴ以外のＣＴ） 
② ＭＲＩ（1.5テスラ未満、1.5テスラ以上 3.0テスラ未満及び 3.0テスラ以上のＭＲＩ） 
③ ＰＥＴ（ＰＥＴ及びＰＥＴ-ＣＴ） 
④ マンモグラフィ 
⑤ 放射線治療（リニアック及びガンマナイフ） 

 

４ 共同利用計画の記載事項 
共同利用計画は、次に掲げる事項を記載するものとします。 
(1) 共同利用の対象とする医療機器 

(2) 共同利用の相手方となる医療機関 

(3) 保守、整備等の実施に関する方針 

(4) 画像診断等の検査機器については画像情報及び画像診断情報の提供に関する方針 
 

５ 共同利用計画の確認手順 
作成した共同利用計画は、調整会議において、以下の手順で確認を行い、調整会議において

確認した結果は、医療審議会に報告し、情報共有を図ります。 
また、共同利用を行わない場合は、その理由について、調整会議において確認します。 
(1) 作成した共同利用計画は、医療機関が所在する構想区域を所管する保健所へ提出する。 

(2) 共同利用計画の提出を受けた保健所は、共同利用計画書を調整会議に報告する。 

(3) 調整会議において、必要事項が記載されているか確認する。 
 
【目標】 

目標項目 現状 目標値 

全ての県民が身近な医療機関で初期救急医療を受けら

れる体制の整備（再掲） 40 市町村 全ての地域 

訪問診療を実施している診療所・病院数（人口 10 万人

あたり）（再掲） 
12.6 箇所 13.6 箇所 
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